
令和７年度

人事評価の手法及び評価基準（職員）

大阪市教育委員会事務局



１人事評価の手法

人事評価については、評価基準に照らし、絶対評価を行い、その絶対評価による評語及び評価点を
基に、職員基本条例に定められた相対評価区分を決定します。

（１）絶対評価

人事評価にあたっては、１次評価者、２次評価者が絶対評価による評価を行い、調整者による評語
及び評価点の調整を行った上で、評価点を確定させます。

（２）相対評価

絶対評価による評語及び評価点を基に、職員基本条例に定められた相対評価区分を決定します。
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区分 第1区分 第２区分 第３区分 第４区分 第５区分

割合 5% 20%
他の区分に
属さない者

評語がBで
絶対評価点が
3.0点未満の者

評語が
C,Dの者



２被評価者と評価者の関係
・被評価者の職種に応じ、評価者を設定

・第１次評価者

被評価者の直接の管理職であり、最も身近に
職員の業務取組状況を把握できる職員が行うも
のとします。ただし、納得性・公平性を確保す
るため横断的に観察する観点が不可欠であると
の考えから、管理作業員・給食調理員（技能統
括主任を除く）については技能統括主任、事務
主任・係員（１～３級）については事務主幹が
行います。

・第２次評価者

被評価者の役職に応じ、左記のとおり設定し
ます。

・調整者

所属長は、第２次評価者が評価基準に基づい
て正しく評価しているか等を考慮し、必要に応
じ第２次評価結果を調整します。

・相対評価者

絶対評価結果をもとに、相対評価区分を決定
します。
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校種等 被評価者
第１次評
価者

面談者
第２次
評価者

調整者
相対
評価者

学

校

園

小学校
中学校

義務教育学校

事務主幹 校長・准校長
教務
部長

教

育

長

教

育

長

事務主任
事務主幹

校長・准校長

係員（1～３級）

管理作業員
技能統括
主任

給食調理員

事業担当主事

副校長・教頭（※）
校長・
准校長

事業担当主事補

栄養職員 副校長・教頭（※）
校長・
准校長

デザイン教育研究所 係員（1～３級） ― 所長

幼稚園
事業担当主事

― 園長
事業担当主事補

学
校
園
以
外

校園営繕・園芸事務所 管理作業員
技能統括
主任

教務部担当
課長代理

学校業務
サービスセンター

管理作業員

事務局
（技能統括主任）

管理作業員
教務部
担当係長

給食調理員



３絶対評価の手法と評価基準
（１）評価項目と着眼点
・職種に応じて評価項目と着眼点を設定
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（２）評価項目と役職毎の割合
・職種毎に評価項目とその割合を設定
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（３）評価指標
・（「勤務態度・規律性」を除く）
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・「勤務態度・規律性」の場合（中間点可）
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（４）評語
・各評価項目（「勤務態度・規律性」を除く。）の評価結果を踏
まえて、Ｓ～Dの５段階で総合評価します。
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４相対評価の手法
・絶対評価による評語及び評価点を基に、職員基本条例に定められた相対評価区分を決定します。
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